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2021年 10月 

特定非営利活動法人フリースクールみなも 

 

フリースクールみなも 活動のご説明 

 

フリースクールみなもは、2021年 11月より以下のように活動を変更致します。 

 

活動日時 

月～水、及び金曜日の 11:00～16:30（祝日、長期休みを除く） 

 

タイムテーブル 

11:00～11:15 ウォーミングアップ（午前の活動準備） 

11:15～12:45 午前の活動 

12:45～13:30 昼食 

13:30～14:45 午後の活動 

14:45～15:00 そうじ 

15:00～16:30 フリータイム 

16:30 終了 

 

各活動のご説明 

 

⚫ ウォーミングアップ 

 こどもたちが来所後、休憩したり、活動の準備をしたりする時間です。 

 

⚫ 午前の活動・午後の活動 

 活動の時間を午前と午後にわけ、様々な体験活動を行います。それぞれの活動内容は事前

に予定を決め、前月に 1ヶ月分の活動予定をお知らせします。 

 

活動予定） 

 月 火 水 金 

午前 工作／運動 自習サポート 工作 手芸 

午後 ボードゲーム TVゲーム みなも大学 ボードゲーム 
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⚫ 昼食 

 午前・午後をはさむ活動になるのに伴い、みんなで昼食をとる時間を設けます。 

 ご家庭から昼食を持たせていただく、または昼食代を持たせていただいてスタッフと共に

近隣のお店に買いに行くためのご準備をお願いいたします。 

 

⚫ そうじ 

 その日の活動の片付けや清掃等を行います。 

（スタッフによる開始前・終了後消毒は、この時間とは別に行います。） 

 

⚫ フリータイム 

 こども同士で自由に過ごす活動です。好きなボードゲームやテレビゲームをみんなで行っ

たり、おしゃべりをしたり、活動の続きを行ったり、思い思いに過ごしてください。 

 

 

フリースクールと学習塾の併用について 

 

 それぞれの活動の終了時間は、学習塾もスムーズに利用できるように設定しています。学

習塾を併用されるお子様は、学習塾の授業に合わせて居場所を利用することもできますの

で、ご相談ください。 

 

例１） 

午前の活動、昼食に参加。 

その後塾を利用。 

 

フリースクール 塾 

午前の活動  

昼食 

～13:15 

 

→ 13:30～ 

塾 

  

  

  
 

例２） 

午後の活動まで参加。 

その後塾を利用。 

 

フリースクール 塾 

午前の活動  

昼食  

午後の活動 

 

 

そうじ 

～15:00 

 

 15:10～ 

塾 

  
 

例３） 

フリータイムまで参加。 

その後塾を利用。 

 

フリースクール 塾 

午前の活動  

昼食  

午後の活動 

 

 

そうじ  

フリータイ

ム 

～16:30 

 

→ 16:50～ 

塾 
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利用日の決め方 

1 毎月初めに、次月の活動予定をお渡しします。 

2 活動予定表をご覧いただいた上で、次月の参加希望日をご申請いただきます。 

前月 20日までに、来所時にお子様の利用希望日を伺い、次月の参加希望日を申請してい

ただきます。 

※諸事情によりスタッフとの相談での提出が難しい場合は、ご家庭でご相談の上、スタ

ッフまで郵送、メール等でご提出下さい。 

3 月末までに次月の活動日の決定し、お知らせします 

4 ご参加希望いただいた日に、来所して下さい。  

 

※１：前月の希望を聞いた結果、参加希望者が０人の日は、開室致しません 

※２：20日までに希望した日以外に追加で来所したい場合は、ご連絡いただけましたら追

加で来所していただけます。ただし希望者０人で開催のない日にはお越しいただけません。 

※３：申請した日にお休みされた場合、開催日であれば振替が可能です 

  

 

利用料 

・基本料金：5,500円／月（事務、連絡等にかかる諸費） 

・利用料：月４日まで：11,000円／月 

     月５日以上：29,700円／月 

※利用希望日０日の場合は、基本料金のみ 

 

※ただし現在ご利用の会員については、2022年 3月までは現行の費用（基本料金なし、週

０日：2,750円、月１日：5,500円、月２～４日：13,200円、月５以上：29,700円、学習も

ご利用の会員：37,400円）でご利用いただけます。 

 

 

利用料の決定と、ご請求方法 

・次月の利用料は、20日時点でのご申請により決定します 

・請求書は該当月の半ばごろに発送致します。 

※20日以降に追加で来所のご希望をされ、それにより利用料が変更になる場合は請求額が

変更となります。その際は別途、ご連絡させていただきます。 

例）８月分の利用料について 

・7/20：ご利用希望日のご提出→８月の利用料決定 

・8/15：８月分請求書の送付 


